
きたく子ども劇場規約 
第一章 総則 

第１条  この会は、「きたく子ども劇場」と称する。 

第２条  この会の事務局は、東京都北区王子１-１４-１川村ビル 301に置く。 

第二章 目的 

第３条 この会は、文化的な活動を通して、子ども達の健全な成長をはかることを目的

とする。健全な成長とは、「子どもの権利条約」の精神に沿って、子ども達一

人一人が自分らしく伸び伸びと育つこと、子ども達同士が友情･創造性･自主性

を育むことを指す。 

第三章 活動 

第４条  この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。 

① 定期的にまたは臨時に、演劇･音楽･芸能等の生の舞台を鑑賞する会を催す。 

② キャンプ･まつり等の自主的な活動の場を保障し、支援する。 

③ 学習会･講演会･座談会等を開催する。 

④ 広報誌･ニュース･資料等を発行する。 

⑤ 他の子ども劇場や文化･教育関係の諸団体、地域における行政･諸団体と協力し合う。 

⑥ その他、目的達成に必要な活動を行う。 

第四章 会員 

第５条  この会の会員は次の２種とする。 

 ① 正会員  この会の趣旨に賛同し、活動を推進する個人。 

 ② 賛助会員 この会の趣旨に賛同し、活動を支援する個人(もしくは団体)。 

第６条 この会の趣旨に賛同する人(但し、４歳以上)は、所定の手続きの上、誰でも会 

員になることができる。 

第７条  正会員は、本規約で定められた会費を支払うものとする。 

第８条 会員は自由意志により、所定の手続きを経て退会することができる。但し、正

会員は会費を６ヶ月を超えて滞納した場合は退会したものとみなす。 

第五章 組織、運営 

第９条  正会員は原則として、３名もしくは３世帯以上でサークルを作る。 

第１０条 各サークルは１名のサークル代表を選出する。 

第１１条 この会の活動、連絡は、原則としてサークル単位で行う。 

第１２条 この会の運営を円滑に行うため、複数のサークルをブロック別にまとめる。 

第六章 総会 

第１３条 総会は、各サークルから選ばれた代議員及び役員によって構成し、この会の最      

高決議機関とする。 

第１４条 代議員は各サークルから原則１名とする。但し、正会員数 20 名を超えるサー

クルについては 20名につき代議員 1名とする。 

第１５条 総会の成立は代議員の過半数以上の出席を必要とし、総会の決議は出席代議員

の２/３以上の賛成を必要とする。 

第１６条 総会は次の事項を審議し決定する。 

① 年間活動計画 

② 予算、決算 

③ 役員 

④ 規約の改正 

⑤ その他 

第１７条 総会は年１回、会計年度末から２ヶ月以内に運営委員長が召集する。但し、委

員会が必要と認めた場合は運営委員長は１ヶ月以内に臨時総会を招集しなけ

ればならない。 



第七章 役員 

第１８条 この会は、次の役員をおく。 

 ① 運営委員長  １名 

② 副運営委員長 若干名 

③ 運営委員   １０名以上 

④ 会計監査   ２名 

第１９条 役員は総会で選出され、任期は１年とする。ただし、兼任･再選は妨げない。 

第八章 委員会 

第２０条 委員会は各サークルから１名づつ選出されたサークル委員によって構成し、総

会に次ぐ決定機関とする。 

第九章 運営委員会  

第２１条 運営委員会は、総会で選出された運営委員、事務局長及び事務局次長で構成し、

運営委員長が必要に応じて召集する。 

第２２条 運営委員会は総会･委員会の決定を執行するとともに、この会の活動が円滑に

行われるために、実行委員会の設置等、必要な措置をとることができる。 

第２３条 運営委員会の決定は、構成員の２/３以上の賛成によるものとする。 

第十章 専門部 

第２４条 この会の運営が円滑に行われるために、運営委員会の元に専門部を設けること

ができる。 

第２５条 専門部の部長は運営委員として運営委員会に参加する。 

第２６条 正会員は、自由に専門部に所属することができる。 

第十一章 事務局 

第２７条 この会に事務局を設け、会の運営に関する一切の事務を行う。 

第２８条 事務局には総会で承認された事務局長、事務局次長、及び若干の事務局員をお

く。 

第２９条 事務局に関する規定は別に定める。 

第十二章 財政 

第３０条 この会の会費、入会金及びその他の収入は、この会の目的達成のための活動を

行う経費に充てる。 

第３１条 正会員の会費は、月額 1500 円、入会金 300 円とし、賛助会員については別に

定める。 

第３２条 この会の会計年度は毎年９月１日から翌年の８月３１日までとする。 

 

附則 

 この規約は、1979年 10 月 28日、1981年 10月 25日、1983年 10月 31日、 

1985年 10月 20日、1986年 10月 26日、1987年 10 月 26日、1989年 10月 22 日、 

1992年 10月 18日、1994年 11月 13日、に一部改正、2000年 10 月 22日に大幅改正した。 

※ 設立 1974年 9月 8日 

 

 


